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氾濫等の通報の運用（案）

資料３



氾濫等の通報の運用（案）の位置づけ

2
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○水防法第24条の２の氾濫等の通報については、効率的に運用するため、都道府県の水防協議会で協議した上で、氾濫
等の通報の対象となる河川等の区域、通報の基準を水防計画に定めることが必要。（水防管理団体が作成する水防計
画の手引きにも必要に応じて定める）

○円滑な検討・協議や効果的な制度運用に資するよう、氾濫通報の対象となる河川等の区域、通報の基準の記載例を水防
計画作成の手引きに示しつつ、全国の標準的な考え方は「氾濫・決壊・漏水等の通報に係る運用指針（水防計画作成
の手引きの添付）」に記載



水防計画の手引きに記載する内容

区 域河川名
左岸 ○○県○○市○○町○○番地先の○○橋から○○橋まで
右岸 ○○県○○市○○町○○番地先の○○橋から○○橋まで

区域①
○○川

左岸 △△県△△市△△町△△番地先の△△橋から△△橋まで
右岸 △△県△△市△△町△△番地先の△△橋から△△橋まで

区域②△△川
左岸 □□県□□市□□町□□番地先の□□橋から□□橋まで
右岸 □□県□□市□□町□□番地先の□□橋から□□橋まで

区域③□□川
左岸 □□県□□市□□町□□番地先の□□橋から□□橋まで
右岸 □□県□□市□□町□□番地先の□□橋から□□橋まで

区域④□□川

①氾濫等の通報（警戒レベル５相当）を行う河川名、区域、通報基準、通報担当官署等
（例）

通報担当官署関係水防
管理団体

通報基準地先名観測所、
施設名

通報を
行う区域

河川名

○○河川事務所○○市・氾濫する可能性のある水位※（○.○○m）に到達
・巡視や河川監視カメラにより、氾濫を発生を確認

○ ○ 県 ○ ○ 市
○○

○ ○ 観
測所

区域①○○川

△△河川事務所△△市・異常洪水時防災操作により○○m3/s以上の放流する
通知を受領
・機能支障により氾濫のおそれを把握
・巡視や河川監視カメラにより、氾濫を発生を確認

△ △ 県 △ △ 市
△△

△△ダム区域②△△川

□□河川事務所□□市・ポンプ停止又は機能支障により氾濫のおそれを把握
・巡視や河川監視カメラにより、氾濫を発生を確認

□ □ 県 □ □ 市
□□

□ □ 排
水機場

区域③□□川

□□河川事務所□□市・機能支障により氾濫のおそれを把握
・巡視や河川監視カメラにより、氾濫を発生を確認

□ □ 県 □ □ 市
□□

□ □ 水
門

区域④□□川
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※今後名称変更の可能性あり



②氾濫等の通報の発表形式
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水防計画の手引きに記載する内容

イメージ イメージ
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水防計画の手引きに記載する内容

③氾濫等の伝達経路及び手段

水防法第２４条の
２第１項の通報

水防法第２４条の２
第２項の通知

○○県警察本部
TEL 000-000-0000
FAX 000-000-0000

関係水防管理者（別表－１）

○○気象台
TEL 000-000-0000
FAX 000-000-0000

水防管理者／市町村 電話番号 FAX番号

○○市（水防・避難） 000-000-0000 000-000-0000

△△市（水防）
△△市（避難）

000-000-0000
000-000-0000

000-000-0000
000-000-0000

□□水防事務組合 000-000-0000 000-000-0000

□□町（避難） 000-000-0000 000-000-0000

報道機関名 電話番号 FAX番号

テレビ○○ 000-000-0000 000-000-0000

○○放送 000-000-0000 000-000-0000

○○新聞 000-000-0000 000-000-0000

量水標等 量水標管理者 電話番号 FAX番号

○○水位観測所
国土交通省

○○河川事務所
000-000-0000 000-000-0000

△△水位観測所 △△電力（株） 000-000-0000 000-000-0000

□□水位観測所 □□土地改良区 000-000-0000 000-000-0000

××検潮所 気象庁 000-000-0000 000-000-0000

別表－１ 関係水防管理者・関係市町村連絡先 別表－２ 量水標管理者連絡先 別表－３ 報道機関連絡先

関係市町村（別表－１）

量水表管理者（別表－２）

報道機関（別表－３）

一般住民

○○県水防本部（都道府県知事）
TEL 000-000-0000
FAX 000-000-0000

○○県建設事務所
TEL 000-000-0000
FAX 000-000-0000

国土交通省○○河川事務所
TEL 000-000-0000
FAX 000-000-0000
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水防計画の手引きに記載する内容

③氾濫等の伝達経路及び手段

○○県水防本部（都道府県知事）
TEL 000-000-0000
FAX 000-000-0000

国土交通省○○河川事務所
TEL 000-000-0000
FAX 000-000-0000

○○県警察本部
TEL 000-000-0000
FAX 000-000-0000

関係水防管理者（別表－１）

○○気象台
TEL 000-000-0000
FAX 000-000-0000

水防管理者／市町村 電話番号 FAX番号

○○市（水防・避難） 000-000-0000 000-000-0000

△△市（水防）
△△市（避難）

000-000-0000
000-000-0000

000-000-0000
000-000-0000

□□水防事務組合 000-000-0000 000-000-0000

□□町（避難） 000-000-0000 000-000-0000

報道機関名 電話番号 FAX番号

テレビ○○ 000-000-0000 000-000-0000

○○放送 000-000-0000 000-000-0000

○○新聞 000-000-0000 000-000-0000

量水標等 量水標管理者 電話番号 FAX番号

○○水位観測所
国土交通省

○○河川事務所
000-000-0000 000-000-0000

△△水位観測所 △△電力（株） 000-000-0000 000-000-0000

□□水位観測所 □□土地改良区 000-000-0000 000-000-0000

××検潮所 気象庁 000-000-0000 000-000-0000

別表－１ 関係水防管理者・関係市町村連絡先 別表－２ 量水標管理者連絡先 別表－３ 報道機関連絡先

関係市町村（別表－１）

量水表管理者（別表－２）

報道機関（別表－３）

一般住民

水防法第２４条の２第１項の通報

水防法第２４条の２
第２項の通知（※）

※都道府県知事（24条の
２第１項の通報をした者
が河川管理者又は海岸
管理者である国土交通大
臣の場合にあつては、国
土交通大臣）が実施
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対象となる氾濫の定め方イメージ（水防協議会の議論）

水
防
関
係
者

（
水
防
管
理
者
、
水
防
団
等
、
水
防
協
力
団
体
、
国
・
都
道
府
県
）

河
川
管
理
者
等

③通報してほしい氾濫等の依頼
「 ○○地域、△△地域、××地域は平屋住宅が多く、浸水深も深いため、
氾濫により同地域が浸水する場合は、氾濫等の通報をしてほしい。」

④当該氾濫が発生する施設の範囲と切迫情報
「 ○○地域の浸水は、 ○○川の基準水位観測所の水位が氾濫開始相当水位に到達した
場合及び異常洪水時防災操作により○○m3/s以上の放流を実施した場合に通報すること
が可能。一方、△△地域及び××地域については、 △△川及び××川からが氾濫した場合に
浸水するが、これらの川には水位計がなく、また△△河川にしか河川監視カメラがない。」

⑤通報してほしい氾濫等の調整
「○○地域と△△地域が浸水する場合は、通報してほしい。」

氾濫等の通報の対象となる河川等の区域と通報基準を水防計画に位置づけ
（通報対象を予め特定しておくなど平常時より計画的に制度を運用することで、効果的かつ効率的な対応を図れるようにすることが重要）

①緊急安全確保措置の指示に必要な情報について相談
「『立ち退き避難』を中心とした行動から『緊急安全確保』を中心とした行動変容を特に促したい場合に、
レベル５相当の情報としてどのような情報を提供していただけますか？」

都道府県水防協議会（水防法第8条）

②氾濫の切迫・発生状況について河川管理者等が把握できる情報を提供
「○○川は水位計があるため、氾濫する可能性のある水位※に到達した場合は通報することができます。
また異常洪水時防災操作により○○m3/s以上の放流を実施した場合は氾濫します。」

○氾濫通報については、水防計画に定めるところにより実施することとなっているが、
・河川管理者等のノウハウと水防事務担当のノウハウを有機的に活かす観点から、
・警戒レベル５相当の危険が迫る緊急時には迅速な判断が求められることから、
水防協議会においては、氾濫等の通報の運用方針まで踏み込んで協議を行い、水防計画に位置付けることが望ましい。

※今後名称変更の可能性あり
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氾濫流が流入すると脱出が困難になる地下街が所在する区域 ⇒速やかに地下街等からの立ち退き避難が必要

福岡市営地下鉄博多駅の浸水
（平成15年7月）

麻布十番駅の浸水
（H16年10月台風22号）

地下鉄通路の浸水
（平成12年9月東海豪雨）

家屋の倒壊・流出に至り得る「家屋倒壊等氾濫想定区域」
⇒木造家屋の場合は、近隣の堅牢な建物への立ち退き避難が必要

家屋倒壊等氾濫想定区域図 氾濫流による家屋倒壊

河岸侵食による家屋倒壊

平屋住宅所在エリアで「深い浸水深」が所在する区域
⇒平屋の場合は、近隣の2階以上の建物への立ち退き避難が必要

1 階床高の設定50cm と設定

※洪水浸水想定区域図作成マニュアル（第4版）

※ 「水害の被害指標分析の手引」 （H25 試行版）

○避難指示から緊急安全確保に切り替わった時は立ち退き避難から屋内安全確保への行動変容を促すことが必要
○一方、氾濫形態によっては引き続き早急な立ち退き避難が必要となる場合があり、そのような「特に留意が必要な氾濫」については
少なくとも通報することが必要。（単なる高所移動ではなく、堅牢かつ十分な高さを有する近隣の建物への移動が必要となるような事態をもたらす氾濫を対象）

○具体的には、想定最大規模の浸水想定区域において、以下の区域で発生する氾濫が対象

※65歳以上の場合、水深1.7m（1 階床高50cm）では死亡率が12％となる。
2 階床下に相当する水深は3m

通報の対象とする氾濫（氾濫等の通報を行う河川等及び区域）



通報の基準
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①確認情報：
巡視・カメラによる越水・破堤等、堤防の異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべり等の確認

②計測情報：
水位計・放流量等による計測数値により氾濫の切迫・発生を判断

予め計測情報と対象区間の越水の可能性を整理されている場合はその区間評価も含む
ex:基準水位観測所等の水位による対象区間の越水の可能性の把握（氾濫する可能性のある水位※の到達）

異常洪水時防災操作した際のダム直下の越水の可能性の把握（○○m3/s以上の放流）
施設の操作及び機能支障情報から氾濫の切迫・発生を判断

予め設定した水位に達した状況で施設の操作及び機能支障を確認
ex：排水機場のポンプを停止した際の越水の可能性の把握（対象河川の水位が○○ｍ以上の時にポンプの停止）

③推定・予測情報：
計測情報や雨量情報を元に予測モデルにより氾濫の切迫・発生を推定
発災時に計測情報から越水・破堤を推定

ex：急激な水位低下等から決壊の可能性を推定

加工 ※今後名称変更の可能性あり

○河川管理者等が把握可能な氾濫の切迫・発生情報としては、確認（決壊等の確認）、計測
（水位到達等）、推定・予測（水位予測等）がある。
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通報の基準

情
報
の
確
度

巡視・カメラによる越
水・破堤等
確認情報

低

高

低 高

氾濫発生が不確実・猶予あり 氾濫発生を確認・可能性大

地点
情報

深刻な事態に到る蓋然性

区間
情報

これまで氾濫発生情報
として実施

氾濫等の通報の基本として提
供する情報

精度が低いため活用しない
確認・計測情報がない場合
やむを得ず提供することを

検討できる情報

〇「確認情報」は目視等で確認した最も信頼できる情報であるが、見逃しが多くなるため、 「確認情報」と併せて観測区間を
網羅的に把握可能な計測情報も基本として活用

〇推定・予測情報は確度が低いため氾濫通報に活用しないことを原則とするが、確認・計測情報がない場合は、複数の推定・
予測情報を用いてやむを得ず活用することを検討することが可能

〇確度の低い情報を通報した後に確度の高い情報を確認した場合は追加で通報。
〇事前に施設の操作及び機能支障情報と対象区間の越水の可能性を整理されている場合のみ水防計画に記載
（対象河川の水位が○○ｍ以上の時にポンプの停止等）

水位計・放流量（施
設の操作及び機能支障情
報も含む）等による
計測情報
予測モデルや急激な
水位変動等
を基にした
推定・予測情報
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通報基準（河川）

情
報
の
確
度

高

低

高低

地点
情報

地点
情報

区間
情報

区間
情報

※危機管理水位計は水位計がある区間で補足的に活用することを前提に設置しているため、単独で活用使う場合は留意が必要

＜河川＞
氾濫発生を確認・可能性大氾濫発生が不確実・猶予あり

○巡視又は河川監視カメラにより氾濫発生を直接確認○巡視又は河川監視カメラにより決壊に至るおそれのある堤防等の異
常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべり等を確認

確
認
情
報

情
報
種
別

○基準水位観測所等の水位が氾濫開始相当水位に到達
計
測
情
報

○異常洪水時防災操作により○○m3/s以上の放流する通知を受
信

○危険箇所等着目している地点の危機管理型水位計の
水位が堤防天端高を到達

○対象河川の水位が○○ｍ以上の時に樋門・水門等の施設の機
能支障の発見又は排水機場等の施設の運転停止により、氾濫の可
能性を確認（支川合流部、分流点）

〇近傍の監視カメラ・水位計等による流況（急激な水位
低下等）から決壊の可能性を確認推

定
・
予
測
情
報

〇水位計壊れた場合に数時間前に予測情報から越水の
可能性を確認

○レベル４氾濫危険警報（氾濫危険情報）発表時の○時間先の
予測で基準水位観測所等の水位が氾濫開始相当水位を到達

〇洪水警報の危険度分布で「災害切迫（黒）」等（警
戒レベル５相当情報[洪水]）を確認

深刻な事態に到る蓋然性

〇「確認情報」は目視等で確認した最も信頼できる情報であるが、見逃しが多くなるため、 「確認情報」と併せて観測区間を
網羅的に把握可能な計測情報も基本として活用

〇推定・予測情報は確度が低いため氾濫通報に活用しないことを原則とするが、確認・計測情報がない場合は、複数の推定・
予測情報を用いてやむを得ず活用することを検討することが可能

〇確度の低い情報を通報した後に確度の高い情報を確認した場合は追加で通報
〇事前に施設の操作及び機能支障情報と対象区間の越水の可能性を相当な損害の程度が整理されている場合のみ水防
計画に記載（対象河川の水位が○○ｍ以上の時にポンプの停止等）



通報基準（海岸）

＜海岸＞

情
報
の
確
度

高

低

氾濫発生を確認・可能性大氾濫発生が不確実・猶予あり

○巡視又は海岸監視カメラにより氾濫発生を直接確
認

○巡視又は海岸監視カメラにより倒壊に至るおそれのある
堤防の異常等を確認

確
認
情
報

情
報
種
別

○基準地点で計測している水位※が、堤防天端高に
到達○基準潮位観測所の潮位が高潮特別警戒水位に到達。

計
測
情
報

○対象海岸の潮位が○○ｍ以上の時に水門・陸閘等の
施設の機能支障が発見又は排水機場等の施設の運転停
止により、氾濫の可能性を確認

○潮位のみ計測している箇所（打上げ高の計測器が
壊れた場合を含む）で数値計算により水位※が堤防
天端高に到達

○直近（１時間前）の予測水位※が堤防天端高を超過
している場合

推
定
・
予
測

情
報

低

地点
情報

区間
情報

高
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※潮位に代表的な打上げ高（上位1/3平均等）を加えた水位

深刻な事態に到る蓋然性

地点
情報

区間
情報

〇「確認情報」は目視等で確認した最も信頼できる情報であるが、見逃しが多くなるため、 「確認情報」と併せて観測区間を
網羅的に把握可能な計測情報も基本として活用

〇推定・予測情報は確度が低いため氾濫通報に活用しないことを原則とするが、確認・計測情報がない場合は、複数の推定・
予測情報を用いてやむを得ず活用することを検討することが可能

〇確度の低い情報を通報した後に確度の高い情報を確認した場合は追加で通報
〇事前に施設の操作及び機能支障情報と対象区間の越波・越流の可能性及び相当な損害の程度が整理されている場合
のみ水防計画に記載（対象海岸の水位が○○ｍ以上の時にポンプの停止等）



河川等における通報制度（第２４条の２）の運用フロー

○ 「氾濫発生情報」は、予報区域を分割した受持区域毎の中から、相当の家屋浸水等の被害を生じる恐れのある水位の中で、最も
早く氾濫が発生すると想定される箇所（危険箇所）から氾濫発生情報の発表基準とする水位（氾濫する可能性のある水位※１）
を設定し、氾濫、または氾濫が切迫した場合に（受持区間毎で判定し）予報区域全体に発表。

○ ただし、受持区域内には、霞堤、河岸段丘や谷地など地形的特徴から、相当に早い段階で浸水が生じるものの、氾濫が発生しても
浸水範囲等が限定的な箇所もあることから、これらの箇所については、これまで氾濫発生情報の発表の対象とせず、市町村と連携し個
別に連絡することにより避難を呼びかける例外的な対応※２をしており、引き続き同様の対応とする。

※２：海岸においても同様の対応をする場合がある。

河川管理者等

その他
関係者

都道府県知事（水防）
通報 気象庁長官

一般
（必要に応じ報道機関の

協力を求める）

関係市町村の長

水防管理者

量水標管理者
越水の切迫
堤防の
決壊・損傷

義務

河川の状況に
関する情報を求
めることができる

※水防法第13条の４

※通用した者が
国土交通大臣の場合

★水防法第24条の2第2項

国土交通大臣（水防）

★水防法第24条の2第1項

氾濫による著しい
危険が切迫

相当な損害を
生ずるおそれ

市町村と連携して一般（住民）に周知すること
から報道機関を通じての周知は行わない

■例外的な対応の通報フロー

例外的な対応をする区域の例
住家や工場は氾濫が及ばない
ところに集中しており、氾濫して
も範囲や被害が限定的なため
個別に対応することとしている。

緊急安全確保措置
・住民に対しては、市町村と連携して個別に連絡
して避難を呼びかけるなどの対応を行う

⇒レベル５氾濫特別警報／
レベル５氾濫発生情報の対象としない

危険箇所

周知
通知

想定される浸水範囲

※イメージ

受持区域②（Ｂ水位観測所）

危険箇所

最も早く氾濫が発生すると想定される箇所（危険箇所）から氾濫発生情報の
発表基準とする水位（氾濫する可能性のある水位※１）として設定

■予報区域と受持区域の関係

※１：今後名称を変更する可能性がある
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＜下水道＞

情
報
の
精
度

高

低

高低

地点
情報

氾濫発生を確認・可能性大氾濫発生が不確実・猶予あり

確
認
情
報

情
報
種
別

○下水道の水位が、氾濫開始相当水位に到達〇下水道の水位が、氾濫開始相当水位付近（-〇cm)に
到達

計
測
情
報

○排水先河川の水位が○○ｍ以上の時にポンプ場等の施
設の運転停止により、浸水が予測される場合

推
定
・
予
測

情
報

深刻な事態に到る蓋然性

○下水道施設に至るまでの排水不良等により内水氾濫が発生する場合があることや、相当部分が暗渠で面的に整備されてい
る下水道施設の巡視体制を整えることは現実的に困難であることなど、下水道管理者として把握できる情報の制約を踏まえ、
計測情報を基本として活用

○ただし、下水道管理者として可能な限りの情報把握に努めることとし、水防管理者や市町村長、地下街管理者の要請等が
あれば水位計等の設置についても検討することが望ましい

○事前に施設の操作及び機能支障情報と溢水の可能性及び相当な損害の程度が整理されている場合のみ水防計画に
記載（排水先河川の水位が○○ｍ以上の時にポンプの停止等）

通報基準（下水道）
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下水道管理者による通報制度運用（第２４条の２）の通報フロー

雨水出水浸水想定区域の指定

氾濫通報制度の対象となる
施設を水防計画に位置付け

氾濫通報のトリガー条件を設定

下水道管内の水位観測体制の整備

通報制度運用までのフロー

下水道管理者

その他関係者
（地下街等の
管理者など）

都道府県知事
（水防）通報

通知

周知 気象庁長官

一般
（必要に応じ報道機関の

協力を求める）

関係市町村の長

水防管理者

氾濫の
切迫

義務

★水防法
第24条の２
第２項

相当な損害を
生ずるおそれ

氾濫発生時の通報フロー

○ 地下駐車場についても、雨水出水浸水想定区域の指定、水防計画への位置付け、下水道管内の水位観測・通報体
制が整えば、通報制度を適用することが可能。

第2回四日市市地下駐車場施設復旧検討委員会より引用

氾濫による著しい
危険が切迫

★水防法
第24条の２
第１項

任意※

通知

周知

量水標管理者

地下駐車場への浸水事例

※下水道管理者が市町村の場合には、迅速な情報伝達の観点から、
都道府県知事（水防）からの通知・周知と見なす運用についても検討

氾濫通報制度の運用

市町村長等（水防） 下水道管理者


